
南丹市教育委員会会議録

令和７年第９回定例会

（令和７年９月 17 日）



１．日 時 令和７年９月 17 日（水）

開会 午後３時 30 分 閉会 午後４時 40 分

２．場 所 南丹市役所３号庁舎 ２階 第５会議室

３．付議事件 別紙議事日程のとおり

４．招 集 者 教育長 國府 常芳

５．出席委員 教育長 國府 常芳

教育長職務代理者 前田 好久

委 員 城戸 貴子

委 員 渕上 真奈美

委 員 一谷 昌道

６．欠席委員 なし

７．事 務 局 教育次長 野々口 智司

こども家庭センター長 谷口 悌

教育参事 山田 啓亮

学校教育課長 山田 真美

学校教育課参事 木上 恵理

社会教育課長 井尻 智道

幼児教育・保育推進課長 田中 洋子

こども家庭課長 橋本 達矢

８．傍 聴 人 なし

開会

教育長が令和７年南丹市教育委員会第９回定例会の開会を告げる。

会議録作成者の指名

教育長から会議録作成者に木上学校教育課参事を指名する。

会議録の承認

報告事項



（１）日程報告

（教育次長）

■８月12日、管内教育長会議

■同日、府教委理事者懇談会

■８月19日、南丹船井人権研究大会

■８月20日、市長と語ろう私たちのまちづくり

■８月22日、南丹市教職員等夏季研修会

■８月23日、道徳教育研究会

■８月26日、９月議会本会議（開会日）

■同日、要保護児童対策地域協議会実務者会議

■８月29日、２学期始業式

■９月３日～５日、９月議会一般質問

■９月10日、校長会議

■９月12日、令和７年度市町村教育委員会研究協議会

■９月16日、学校給食運営委員会

（２）令和７年９月議会定例会における一般質問について

（事務局）

資料に基づき説明

（城戸委員）

小学校で不登校になられた方で、中学校でも引き続き不登校になる割合は高

いのか。

（事務局）

今、正確な数値は持ち合わせていないが、小学校から中学校へ進学する段階

で引き続きその状態が継続するお子さんは多いように感じる。

ただ、小学校で不登校だった子が中学校入学をきっかけとして登校ができる

ようになった事例もあるため、一概には言えない。

（城戸委員）

小学校で不登校になる原因として、母子分離ができておらず、親御さんが仕

事に行かれることを寂しく思い、気を引くということがきっかけで不登校にな

る場合もあると聞いたが、南丹市の現状はどうか。

（事務局）

本市の場合、それが主な要因として上がっている方はいないが、低学年のお

子さんにその傾向が見られることが実際にある。

（城戸委員）



図書館の利用の仕方について調べると、それぞれの方にとって色々な図書室

の利用の仕方が存在するということが分かった。お忙しい方や、男性の方は、

前もって予約をして本を受け取りに行くことが多く、子育てされている方は、

その空間で長時間くつろぐような利用をしていたり、不登校気味の方は、図書

館が居場所として存在しており色々な本を読んで乗り越えていくというケース

もあるようだった。

財政健全化の観点においては、金額であったり、人が足りないというのは見

えやすい効果ではあるが、社会教育の分野を縮小する上で、人の気持ちの部分

は見えにくいのではないかと考える。そうすると、南丹市に住みづらいという

思いを抱かれる方が出てくるのではないか。市長が「皆さんのご意見を聞きな

がら」とおっしゃっているが、そういう方の意見が反映しづらい。南丹市に住

みづらいと感じられ、次の世代に「南丹市に住まなくてもよい」と会話をされ

るケースも出てきてしまうと思う。そういうことも踏まえて今後の決定に生か

してもらえたら思う。

（事務局）

様々な意見があるので、一年間という試行期間を設けて様々な意見を取り入

れながら最終的には決めていきたいと思う。

（３）南丹市教育委員会の後援承諾について

（事務局）

資料に基づき説明

（４）報告第９号 南丹市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の

一部を改正する要綱について

（事務局）

資料に基づき説明

議事

（１）議案第37号 南丹市教育委員会事務の「点検・評価」の結果報告について

（事務局）

資料に基づき説明

（城戸委員）

基本施策４の指標の小中学校不登校出現率について、目標が小中学校とも

に「府以下」となっているが、判断の基準とした実績の数値があれば記載し

た方がよい。



（事務局）

達成したということで内部評価を「Ａ」にしている。ご指摘いただいた箇

所については、数値を確認し、記載した上で教育委員の皆様には後日報告さ

せていただく。

[採決]

議案第37号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

その他

（１）行事予定

（事務局）

上記について説明

（２）学校教育課からの報告

・新聞掲載記事について

・スポーツ・文化賞表彰について

・学校運動会・体育祭について

（３）社会教育課からの報告

・特になし

（４）こども家庭課からの報告

・特になし

（５）幼児教育・保育推進課からの報告

・特になし

［次回定例会について］

（教育長）

次回定例会の開催は、令和７年10月15日（水） 午後３時30分からとする。

午後４時40分 閉会



南丹市教育委員会会議規則第18条第２項の規定により、ここに署名する。

令和７年 10 月 日

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 長

南丹市教育委員会教育長職務代理者

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

（会議録調製者）

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 次 長


